
静岡市葵区羽鳥本町地区における土地の利活用に関する協定書（案） 

 

 一般財団法人静岡市土地等利活用推進公社（（以下「甲」という。）と●●●●（（以下「乙」という。）

は、静岡市葵区羽鳥本町地区における産業用地の整備に関する事業（（以下「本事業」という。）の実

施について、次のとおり協定を締結する。 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義に従い、本協定を誠実に履行するものとする。 

 （目的） 

第２条 本協定は、市内の耕作放棄地などの未利用・低利用地を一団の産業用地としていくにあた

り、甲及び乙が相互に連携・協力し、もって本事業の円滑な推進に資することを目的とする。 

（役割分担） 

第３条 本事業の実施に係る甲及び乙の役割分担は、それぞれ以下のとおりとする。 

（１）甲の業務及び役割 

  ア 地権者向け説明会（初回）の開催 

  イ 地権者情報の提供、交渉記録簿の貸出し 

ウ 地権者、地域住民等への事業スキームの説明 

  エ 乙が行う説明会の開催支援 

  オ 開発に係る諸課題解決にあたっての市との協議支援 

（２）乙の業務及び役割 

  ア 地権者、地元住民等への事業計画等の説明 

  イ 地権者、地元住民等のニーズ把握及び対応 

  ウ 地権者との交渉 

  エ 測量調査、地質調査等の各種調査 

  オ 用地造成に関する設計・工事 

  カ 用地造成にあたって必要な許認可等の申請 

 （協定期間） 

第４条 この協定の有効期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までとする。ただし、こ

の協定の有効期間が満了する１か月前までに甲及び乙が書面により特段の申出を行わないときは、

さらに１年間この協定は更新されるものとし、その後も同様とする。 

２ 前項の協定期間のうち、乙の地権者との交渉期間は令和●年●月●日までとする。ただし、交

渉期間が満了する１か月前までに、乙が甲に対し、地権者との協議が完了しない理由及び完了見



込みの日を記載した書面を提出し、甲の承認を得たときは、甲が必要と認める期間に限り、交渉

期間を延長するものとする。 

（費用負担） 

第５条 この協定に基づく業務の履行にあたり発生した費用は、各自が負担するものとし、相手方

には請求しないものとする。ただし、甲が土地の利活用に関する同意書（（以下「同意書」という。）

の取得及び地権者交渉にあたり、地権者への手付金及び仮登記に関する費用を支出した場合にお

ける当該費用の負担については、甲と乙で協議して定めるものとする。 

（開発行為許可申請支援及び報酬） 

第６条 乙が取得し、又は借り入れた土地について開発行為許可申請を行うにあたり、諸課題が生

じる又は生じる可能性がある場合は、甲は、乙が行う市所管課との協議を支援するものとする。 

２ 乙は、所有者と売買契約又は賃貸借契約を締結した土地のうち、甲が同意書を取得した土地に

ついて、売買の場合は売買価格の1.5％の、賃貸借の場合は固定資産税評価額の1.5％の金額を事

業管理料（契約締結後の土地の利活用に関し甲が行った連絡調整等の手数料をいう。以下同じ。）

として甲に支払うものとする。 

３ 事業管理料の算出にあたり、乙は、甲に対し前項の売買契約及び賃貸借契約に係る契約書の写

しを提出するものとする。 

４ 第１項の規定に係る事業管理料の支払時期は、甲と乙で協議して定めるものとする。 

（秘密保持） 

第７条 甲及び乙は、本協定に基づく業務により知り得たお互いの情報を第三者に漏らしてはなら

ない。本協定の終了後も、また同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、協定締結時にすでに公開となっている情報及び相手方の許可を得た

情報、独自に取得した情報については、この限りではない。 

（個人情報の保護に関する事項） 

第８条 乙は本協定に基づく業務を実施するに当たり、個人情報の保護に関する取扱仕様書（別紙）

に定める事項を遵守しなければならない。 

（協定の解除） 

第９条 甲又は乙のいずれかが本協定の解除を希望する場合には、甲、乙協議の上、解除予定日の

１か月前までに書面により相手方に通知することにより、本協定を解除できるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この協

定を解除することができるものとする。 

（１）乙が本協定に定める事項を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められると



き。 

（２）第４条第２項に定める地権者交渉期間内に交渉が終わる見込みがないと甲が合理的な理由か

ら認めるとき。 

（３）次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（その役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下

同じ。）が暴力団員等（（静岡市暴力団除除条（（成成25年静岡市条（第11号）第２条第３号に

規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。）の配偶者（暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（静岡市暴力団除除条（第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力

団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められると

き。 

エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 

（４）前３号に定める場合のほか、乙がこの協定の条項に違反したとき。 

３ 前項の規定によりこの協定が解除された場合において、甲に損害が生じたときは、乙がその責

めを負うものとする。 

４ 第２項の規定によりこの協定が解除された場合において、乙に損害が生じても、甲は一切その

責めを負わない。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第10条 乙は、本事業の実施に関して生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは継承さ

せ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、甲の書面による承認を受けた場合は、こ

の限りではない。 

（業務の委託等の禁止） 

第11条 乙は、第三者に対し、本事業に係る業務の全部若しくは一部を委託し、又は請け負わせて

はならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りではない。 



（損害賠償） 

第12条 乙は、業務の実施に当たり、甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害について賠

償の責めを負うものとする。 

２ 業務の実施に当たり、乙又は乙の従業員に損害を生じても、甲は、その責めを負わない。 

（定めのない事項等の処理） 

第13条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、法令等の定めによるものの

ほか、甲、乙協議の上、処理するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、甲、乙両者記名押印の上各自１通を保

有する。 

 令和●年●月●日 

 

             静岡市葵区追手町５番１号 

甲  一般財団法人静岡市土地等利活用推進公社 

             理事長 川﨑 豊 

 

 

             静岡市●●区●●町●番●号 

乙  株式会社●●●● 

             代表取締役 ●● ●● 

 

 


